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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第81期
第３四半期
連結累計期間

第82期
第３四半期
連結累計期間

第81期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 12,173,380 14,799,167 17,470,463

経常利益 (千円) 411,155 954,998 715,988

四半期(当期)純利益 (千円) 185,528 599,215 436,984

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 131,013 521,761 496,691

純資産額 (千円) 10,891,861 11,825,850 11,257,508

総資産額 (千円) 19,932,375 22,305,402 20,753,023

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 2.82 9.12 6.65

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 47.4 45.6 47.0

　

回次
第81期
第３四半期
連結会計期間

第82期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 4.73 5.87

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第81期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、工作機械事業を営んでおりました連結子会社TAKISAWA U.K. LTD.（平成23年７月22日付けで

ROCKWELL MACHINE TOOLS LTD.に社名を変更）につきましては、第２四半期連結会計期間においてその株式

全部を売却し、第３四半期連結累計期間において連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。

　
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復旧により緩やかに持ち直して

まいりましたが、タイにおける洪水被害の影響もあり、依然として企業収益、雇用情勢等が厳しい状況で

推移いたしました。また、円高、欧州通貨危機による海外景気の下振れ等が懸念され、先行き不透明な状況

が継続しております。

このような状況のなか、国内工作機械業界におきましては、（社）日本工作機械工業会の第３四半期連

結累計期間における受注総額は9,954億円となり、前年同累計期間に比較して27.2%増となりました。内需

は、3,209億円（前年同累計期間比26.9%増）、外需は6,745億円（前年同累計期間比27.3%増）となり、外

需比率67.8%となっております。

当社グループにおきましても外需を中心に受注は堅調に推移し、売上高が増加いたしました。当第３四

半期連結累計期間における当社グループの売上高は14,799百万円となり、前年同累計期間に比べ、21.6%

増となりました。利益につきましては営業利益948百万円（前年同累計期間比132.1％増）、経常利益954

百万円（前年同累計期間比132.3％増）、四半期純利益599百万円（前年同累計期間比223.0％増）となり

ました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①  日本

日本におきましては、外需は堅調に推移するとともに、内需においても回復傾向が継続しており、

当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高は10,746百万円（前年同累計期間比45.3％増）

となり、セグメント利益（営業利益）は628百万円（前年同累計期間は、セグメント利益42百万円）

となりました。
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②  アジア

アジアにおきましては、ＮＣ旋盤の売上が中国、ヨーロッパにおいて堅調に推移いたしましたが、

ＩＴ関連プリント基板ドリル穴明機の売上の減少及び為替相場の影響により、売上高は6,202百万円

（前年同累計期間比4.7％増）となり、セグメント利益（営業利益）は318百万円（前年同累計期間

比18.3％減）となりました。

③  北米

米国におきましては、景気回復は継続しており、売上高は464百万円（前年同累計期間比26.1％

増）、セグメント利益（営業利益）は１百万円（前年同累計期間比48.1％減）となりました。

④  ヨーロッパ

ヨーロッパにおきましては、売上高は105百万円（前年同累計期間比21.5％減）となり、セグメン

ト損失（営業損失）は０百万円（前年同累計期間は、セグメント損失５百万円）となりました。

なお、TAKISAWA U.K. LTD.（平成23年７月22日付けでROCKWELL MACHINE TOOLS LTD.に社名を変

更）につきましては、第２四半期連結会計期間においてその株式全部を売却し、第２四半期連結累計

期間末において連結の範囲から除外しております。

　
　(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ、総資

産は1,552百万円増加し、22,305百万円となりました。この増加は、有価証券390百万円の減少もありま

したが、主に売上高の増加に伴い現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産がそれぞれ547百万

円、558百万円、846百万円増加したことによるものです。

また、負債は前連結会計年度末に比べ、984百万円増加し、10,479百万円となりました。この増加は主

に借入金が944百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ568百万円増加し、11,825百万円となりました。この増加は主に利

益剰余金、少数株主持分がそれぞれ447百万円、155百万円増加したことによるものです。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

①　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社

が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者

である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主の判断に

基づき行われるべきものと考えております。従って、当社株式について大規模買付がなされた場合、

これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定す

るものではありません。しかしながら、突如として行われる株式の大規模買付行為の中には、その目

的等から判断して企業価値ひいては株主共同の利益を明白に著しく毀損するもの、株主に株式の売

却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大規模買付行為につい

て検討し、また対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な情報と時間を提供しないもの

等、株主が適切な判断を行うことを困難とするものも見受けられます。

当社の企業価値は、工作機械の製造・販売を通じ平和産業の発展に寄与し、お客様のニーズにきめ

細かく対応し、お客様に真にご満足いただける、お客様の価値をより高めていただける製品・生産シ

ステムを安定的に提供し続けることにあると考えております。

当社株式の買付けを行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、

向上させられるものでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになり

ます。当社は、このような濫用的な買収に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

②　基本方針実現のための取組み

　ⅰ　基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、当社の企業価値を向上し、上記基本方針を実現するため、中期経営計画等を策定しこれを

実現すべく行動しております。

また、当社はコンプライアンス基本規程を制定し、法令等の遵守に基づく公正な経営により、企業

倫理と調和した経営効率を達成し、株主価値の一層の向上と企業の社会的責任を果たすべく、代表取

締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス強化に努め

ております。

　ⅱ　基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、平成22年６月29日開催の第80回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に関

する対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決議し、平成23年６月29日開催の第81

回定時株主総会において本対応方針の継続を決議しております。
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本対応方針は、当社が発行者である株券等について、① 特定株主グループの議決権割合を20％以

上とすることを目的とした当社株券等の買付行為、また、② 結果として特定株主グループの議決権

割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（以下「大規模買付行為」と総称します。）を対象と

します。これらの買付等が行われた際、それに応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要

な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものです。また、上

記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する大規模買付行為を新株予約権無償

割当て等を利用することにより阻止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させること

を目的としております。

当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、当該大規模買付行為を行おうとする者

（以下「大規模買付者」といいます。）には、買付内容等の検討に必要な情報及び本対応方針に定め

る事前情報提供に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を遵守する旨の誓約を

含む意向表明書の提出を求めます。当社は、意向表明書の受領後10営業日以内に、株主の皆様のご判

断及び取締役会としての見解形成のために必要な情報（以下「大規模買付情報」といいます。）の

リストを大規模買付者に交付し、当該大規模買付情報のリストに従い、当社取締役会に対し、大規模

買付情報の提供を求めます。その後、当社取締役会は、外部専門家等の助言を受けながら、提供された

大規模買付情報を十分に検討・評価し、当社取締役会としての見解を慎重にとりまとめて公表いた

します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件変更について交渉し、

株主の皆様に取締役会としての代替案の提案を行うこともあります。

 大規模買付ルールが遵守されない場合や当該大規模買付行為が明らかに当社の企業価値を毀損

し株主共同の利益を害するものと当社取締役会が判断した場合は、当社株主共同の利益を守るため

に、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款により認められる対抗措置をとる

ことがあります。当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是

非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模

買付行為について慎重に評価・検討したうえで当社取締役会に対し対抗措置発動の是非の勧告を行

うものとし、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動又は不発

動について判断を行うものとします。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、議

決権割合が20％以上となる特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使条件等を定

めます。本対応方針の有効期間は、平成24年６月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

なお、定時株主総会により承認された後においても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主価値

向上の観点から、その時点での法令等を踏まえ、その内容の変更・廃止を含め、本対応方針を随時見

直し、株主総会への付議を検討していく所存です。

本対応方針導入後、新株予約権無償割当て等の対抗措置が実施されていない場合には株主の皆様

に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、対抗措置が発動され、新株予約権無償割当て

が実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わないとその保有する株式が希釈化さ

れる場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希

釈化は生じません。）。
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③　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　ⅰ　買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益

の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 

　また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環

境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。 

　ⅱ　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本対応方針は、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の

皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されたものです。

　ⅲ　合理的な客観的発動要件の設定

本対応方針は、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないよう

に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

　ⅳ　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、当社取締役会から独立した組織である独立委

員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。 

　また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値

・株主共同の利益に適うように本対応方針の透明な運用が行われる仕組みが確保されています。 

　ⅴ　株主意思を重視するものであること

本対応方針は、定時株主総会における株主の皆様のご承認により継続されるものであり、その継続

について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、有効期

間の満了前であっても、株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対

応方針はその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

　
(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は336百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　

(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、アジアの従業員数が58名増加しております。主な要因は、台灣瀧

澤科技股フン有限公司において業容にあわせた人員の増加に加え、滝澤商貿（上海）有限公司を連結の

範囲に含めたことによるものであります。

(注) 会社名称において「フン」と記載している箇所は、EDINETにおいて使用禁止文字に該当しております。「フ

ン」を漢字で表しますと「イ分」であります。（以下同じ）
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(6) 生産、受注及び販売の実績

① 生産実績

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(%)

日本 10,530,397 +46.2

アジア 4,392,571 △23.6

北米 ─ ─

ヨーロッパ ─ ─

合計 14,922,968 +15.2

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

② 受注実績

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(%)受注残高(千円) 前年同四半期比(%)

日本 12,367,636 +34.7 5,549,058 +73.4

アジア 5,830,049 △6.1 397,326 △47.6

北米 842,082 +114.7 685,673 +310.9

ヨーロッパ 81,740 △19.0 ― ―

合計 19,121,509 +20.4 6,632,058 +60.2

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　金額は、販売価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

③ 販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(%)

日本 9,781,226 +48.9

アジア 4,462,647 △12.8

北米 450,135 +26.3

ヨーロッパ 105,158 △20.6

合計 14,799,167 +21.6

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格によっております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(7) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

優先株式 10,000,000

計 150,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 65,781,228 65,781,228
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は、1,000株であ
ります。

計 65,781,228 65,781,228― ―

(注)　第３四半期会計期間末現在及び提出日現在の発行数の内26,810,000株は、現物出資(借入金の株式化　1,126,020千

円)によって発行されたものであります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年12月31日 ― 65,781 ― 2,319,024― 749,999
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

　
① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 97,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 65,296,000 65,296 ―

単元未満株式 普通株式 388,228 ― ―

発行済株式総数 65,781,228― ―

総株主の議決権 ― 65,296 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式3,000株(議決権３個)が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式594株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社 滝澤鉄工所

岡山県岡山市北区撫川
983番地

97,000─ 97,000 0.15

計 ― 97,000─ 97,000 0.15

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,684,699 3,232,280

受取手形及び売掛金 ※
 6,065,185

※
 6,623,762

有価証券 590,948 200,000

商品及び製品 524,504 868,803

仕掛品 3,071,984 3,770,540

原材料及び貯蔵品 1,487,499 1,291,252

その他 690,677 770,455

貸倒引当金 △105,744 △103,714

流動資産合計 15,009,755 16,653,380

固定資産

有形固定資産

土地 2,707,973 2,536,614

その他（純額） 2,449,356 2,730,566

有形固定資産合計 5,157,329 5,267,181

無形固定資産 10,168 12,205

投資その他の資産

その他 600,528 396,623

貸倒引当金 △24,758 △23,988

投資その他の資産合計 575,769 372,634

固定資産合計 5,743,268 5,652,022

資産合計 20,753,023 22,305,402

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,351,291 5,407,714

短期借入金 1,196,520 1,613,824

未払法人税等 86,984 103,040

賞与引当金 140,065 44,407

その他 1,311,378 1,376,978

流動負債合計 8,086,240 8,545,965

固定負債

長期借入金 660,600 1,187,857

退職給付引当金 449,060 451,470

資産除去債務 27,596 27,740

その他 272,017 266,516

固定負債合計 1,409,274 1,933,586

負債合計 9,495,515 10,479,551
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,319,024 2,319,024

資本剰余金 1,567,145 1,568,523

利益剰余金 6,625,019 7,072,235

自己株式 △20,538 △20,838

株主資本合計 10,490,650 10,938,944

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △18,169 22,641

為替換算調整勘定 △724,166 △800,242

その他の包括利益累計額合計 △742,336 △777,600

少数株主持分 1,509,194 1,664,506

純資産合計 11,257,508 11,825,850

負債純資産合計 20,753,023 22,305,402
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 12,173,380 14,799,167

売上原価 9,230,347 10,933,749

売上総利益 2,943,033 3,865,418

販売費及び一般管理費 2,534,328 2,916,908

営業利益 408,704 948,510

営業外収益

受取利息 7,155 6,735

受取配当金 3,230 4,011

仕入割引 25,282 27,881

雇用調整助成金 51,670 －

その他 36,955 25,693

営業外収益合計 124,293 64,322

営業外費用

支払利息 16,060 23,653

為替差損 68,234 6,626

租税公課 6,994 17,613

デリバティブ評価損 11,861 －

その他 18,691 9,939

営業外費用合計 121,843 57,833

経常利益 411,155 954,998

特別損失

固定資産売却損 － 21,048

投資有価証券評価損 2,661 30,302

関係会社株式売却損 － 134,879

環境対策費 2,610 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,771 －

特別損失合計 27,043 186,230

税金等調整前四半期純利益 384,111 768,768

法人税等 71,752 65,183

少数株主損益調整前四半期純利益 312,359 703,584

少数株主利益 126,830 104,368

四半期純利益 185,528 599,215
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 312,359 703,584

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,612 40,811

為替換算調整勘定 △168,733 △222,634

その他の包括利益合計 △181,345 △181,822

四半期包括利益 131,013 521,761

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,421 563,950

少数株主に係る四半期包括利益 54,592 △42,189
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

連結の範囲の重要な変更

(1)滝澤商貿（上海）有限公司は、重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2)TAKISAWA U.K. LTD.（平成23年７月22日付けでROCKWELL MACHINE TOOLS LTD.に社名を変更）につきましては、

第２四半期連結会計期間においてその株式全部を売却し、第２四半期連結累計期間末において連結の範囲から除

外しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

税金費用の計算 　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法を採用しております。なお、一部の連結子会社においては、原則的な方法に

よっております。　

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

 
(法人税率の変更等による影響)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）（合わせて、以下「改正法人税法等」）が平成23年12月２日に公布され、平成24年

４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりま

した。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、改正法人税法等の税率を使

用しております。

この税率の変更により、繰延税金負債が14,880千円減少、その他有価証券評価差額金が1,864千円増加、四半期純

利益が13,016千円増加しております。
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【注記事項】

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当３第四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

受取手形 ― 181,825千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のと

おりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 271,550千円 249,871千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 98,527 1.50平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年10月28日
取締役会

普通株式 65,683 1.00平成23年９月30日 平成23年12月12日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
日本 アジア 北米 ヨーロッパ

売上高 7,396,6245,922,481368,613133,94013,821,659

セグメント利益又は損失(△) 42,574390,264 2,774 △5,042 430,570

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 430,570

セグメント間取引消去 △21,865

四半期連結損益計算書の営業利益 408,704

　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
日本 アジア 北米 ヨーロッパ

売上高 10,746,6176,202,643464,937105,15817,519,356

セグメント利益又は損失(△) 628,166318,806 1,439 △839 947,572

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 947,572

セグメント間取引消去 937

四半期連結損益計算書の営業利益 948,510
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　
(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益 ２円82銭 ９円12銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益(千円) 185,528 599,215

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 185,528 599,215

普通株式の期中平均株式数(千株) 65,685 65,684

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第82期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当について、平成23年10月28日開催の取締

役会において、平成23年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。

①  配当金の総額                                 65,683千円

②  １株当たりの金額                               １円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成23年12月12日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月10日

株式会社滝澤鉄工所

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    岡  田  在  喜  印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    青  木  靖  英  印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社滝澤鉄工所の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
（平成23年10月１日から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成
23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社滝澤鉄工所及び連結子会社の平成23
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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